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令和８年度 豊中市

 

 

 

 

 
 対  象 豊中市にお住まいの人（交通事故相談は居住地を問いません。） 

 料  金 無 料 

相談時間と相談方法 各相談２５分 面談、電話、Zoom 相談（次頁表参照） 

面談相談場所 豊中市役所 第二庁舎 1 階 広報戦略課広聴係(窓口番号 101) 

予約方法  

１． 電話予約   

★予約電話番号 06-6858-2034 

※Zoom 相談を希望される方は相談日前日の午後 3 時までにお電話ください 

＜弁護士相談・税理士相談・司法書士相談＞   

相談日の前日午前９時から受付 

※相談日の前日が日曜、祝・休日の場合はその前の平日午前９時から受付 

     ＜土曜弁護士相談＞ 

相談日直前の水曜日午前９時から受付 

※相談日直前の水曜日が祝・休日の場合はその前の平日午前 9 時から受付 

     ＜土地家屋調査士相談・行政書士相談・宅地建物取引士相談・公証人相談・ 

交通事故相談・民事調停手続き相談・行政相談委員による行政相談＞ 

          相談日の 1 週間前の午前 9 時から受付 

※相談日の 1 週間前が日曜、祝・休日の場合はその前の平日午前９時から受付 

 

２． オンライン予約  

＜弁護士相談・税理士相談・司法書士相談・土地家屋調査士相談・行政書士相談＞ 

相談日の 1 週前の同一曜日・午前 0 時から相談日の 2 開庁日前の午前中まで受付 
 

★豊中市ホームページ・専門相談オンライン予約のページまたは 

豊中市公式 LINE の窓口・公共施設オンライン予約から受付 

 

 

※事前予約制 

 

□各専門相談は、内容をお聴きし、法律に照らすなど専門的立場から一般的なアドバイスを行うものです。 

問題解決の糸口としてご利用ください。 

 相談は無料です。秘密は厳守しますので、安心してご相談ください。 
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面談日時・定員・相談内容  

 

相 談 種 類（相談方法） 相談日時 定員 相 談 内 容 

 

弁護士相談 

予約方法：電話・オンライン 

相談方法：面談・電話・Zoom 

  

水曜・金曜日 

午後 1 時から午後 5 時 

相談日程表に記載の日に実施します。 

16 人 

 

 

 

 

相続・離婚・金銭貸借ほか 

第２土曜日 

午前 9 時 30 分から午後 1 時 30 分 

相談日程表に記載の日に実施します。 

16 人 

税理士相談 

予約方法：電話・オンライン 

相談方法：面談・電話・Zoom 

月曜日 

午後 1 時から午後 4 時 

相談日程表に記載の日に実施します。 

６人 所得税・相続税など税務一般 

司法書士相談 

予約方法：電話・オンライン 

相談方法：面談・電話・Zoom 

月曜日 

午後 1 時から午後 4 時 

相談日程表に記載の日に実施します。 

６人 登記・相続・債務ほか 

土地家屋調査士相談 

予約方法：電話・オンライン 

相談方法：面談・電話・Zoom 

第 2 木曜日 

午後 1 時から午後 4 時 

相談日程表に記載の日に実施します。 

６人 
表示登記（分筆・合筆・地目

の変更など）・測量・境界など 

行政書士相談 

予約方法：電話・オンライン 

相談方法：面談・電話・Zoom  

 

第 3 木曜日 

午後 1 時から午後 4 時 

相談日程表に記載の日に実施します。 

 

 

６人 

 

遺言書や遺産分割協議書・ 

許認可申請・各種契約書など

書類作成に関する相談 
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相 談 種 類（相談方法） 相談日時 定員 相 談 内 容 

宅地建物取引士相談 

予約方法：電話 

相談方法：面談・電話・Zoom  

第 1 火曜日 

午後 1 時から午後 4 時 

※ただし令和 8 年 5 月と 11 月は第 2

火曜日 

相談日程表に記載の日に実施します。 

６人 不動産の契約ほか 

公証人相談 

予約方法：電話 

相談方法：面談・電話・Zoom 

令和 8 年 4 月 14 日、8 月１8 日、12

月 15 日 

午後 1 時 30 分から午後 3 時 30 分 

相談日程表に記載の日に実施します。 

４人 
遺言・任意後見・各種契約など

公正証書作成に関する相談 

交通事故相談 

  （相談員：弁護士） 

予約方法：電話 

相談方法：面談・電話 

火曜日 

午後 1 時から午後 3 時 30 分 

相談日程表に記載の日に実施します。 

５人 
※主催：(公財)日弁連 

交通事故相談センター 

民事調停手続き相談 

   （相談員：民事調停委員） 

予約方法：電話 

相談方法：面談・電話 

偶数月の第 4 木曜日 

午後 1 時から午後 3 時 

相談日程表に記載の日に実施します。 

４人 

近隣トラブル・売買代金や借

金等の問題を、裁判所で相手

と話合い、解決する手続きの

相談 

※主催：大阪民事調停協会 

豊中調停協和会 

行政相談委員による行政相談 

予約方法：電話 

相談方法：面談・電話 

 

 

第 2・第 3・第 4 火曜日 

午後 1 時から午後 3 時 

相談日程表に記載の日に実施します。 

４人 

国などの行政に関する苦情、意

見・要望など 

※主催：総務省近畿管区 

行政評価局 
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相談日程表 
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相談日程表 
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注意事項 

◇利用回数 各専門相談毎に、1 年度（4 月から翌年 3 月末）につき、2 回までご利用いただけます。 

          ※本市主催ではない、交通事故相談、民事調停手続き相談、行政相談は利用回数制限はありません。 

◇同一日の同一専門相談における複数回の予約はお受けできません。 

◇相談中の録音・撮影はご遠慮ください。必要に応じてメモをお取りください。 

◇すでに弁護士に依頼済の場合や係争中の事案は、相談を受けられません。 

◇法律の議論、人生相談などにはご利用いただけません。 

◇相談の内容や担当相談員名等、相談後のお問合せには応じられません。 

◇限られた相談時間を有効に活用していただくため、事前に相談内容を整理しておいてください。 

 ホームページに相談準備シートを掲載していますのでご活用ください。 

 

 

 

 

【問い合わせ】 

豊中市都市経営部 広報戦略課広聴係 

豊中市役所第二庁舎 1 階 

「相談の窓口」番号 101 

 電話：06-6858-2034 

Email： 
shiminsoudan@city.toyonaka.osaka.jp 


